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事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

○○聴聴覚覚障障害害者者・・音音声声機機能能障障害害者者のの方方へへ（（つつづづきき）） 

字幕入り映像
ライブラリー
（貸出） 

字幕又は手話を挿入したＤＶＤ等を貸し出しています。 
○聴覚障害者 
○聴覚障害者団
体 

＜問い合わせ先＞ あいち聴覚障害者センター 
TEL(052)228-6660 FAX(052)221-8663  
メール aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp 

音声機能障害
者の発声訓練 

傷病等により喉頭を摘出し、音声機能を喪失した方に対して、発声訓練を行い
ます。 

○音声機能障害
者 

＜問い合わせ先＞ 
愛友会 TEL(052)772-2044 FAX(052)772-2044 
名古屋市身体障害者福祉連合会 
TEL(052)682-0878  FAX(052)671-3124 
名身連聴覚言語障害者情報文化センター 
TEL(052)413-5885 FAX(052)413-5853 

〇〇精精神神障障害害者者のの方方へへ  

家族教室 

心の病を持つ人の家族のために、家族同士の交流を図り、「病気について」、
「利用できる福祉制度について」などの勉強会を行います。 ○精神障害者 
＜問い合わせ先＞ 保健所 

精神保健福祉
自助グループ 

自助グループ（セルフヘルプグループ）という、指導者は特になく、当事者同
士で援助し合い、自由に様々な活動を行っているグループです。 ○精神障害者 

＜問い合わせ先＞ 精神障害者のための団体等 

○○自自動動車車事事故故にによよるる重重度度後後遺遺障障害害者者にに対対すするる介介護護料料のの支支給給等等  

重度後遺障害
者に介護料を
支給 

自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害が残
り、常時または随時の介護を必要とする方に介護料が支給されます。支給金額
は障害の程度に応じて月額で支給します。 
 
○常時要介護の方（自賠法施行令による「介護を要する後遺障害等級別表第一
第 1 級」の認定を受けている方等、ただし、平成 14 年 3 月以前の事故の場
合は「後遺障害等級 1 級 3 号又は 4 号」の認定を受けている方） 
支給額 85,390 円～226,330 円 

○随時要介護の方（自賠責保険等による「介護を要する後遺障害等級別表第一
第 2 級」の認定を受けている方、ただし、平成 14 年 3 月以前の事故の場合
は「後遺障害等級 2 級 3 号又は 4 号」の認定を受けている方） 
支給額 42,700 円～88,980 円 

○重度後遺障害
者 

＜問い合わせ先＞  
独立行政法人自動車事故対策機構名古屋主管支所 TEL(052)218-3017 

交通遺児等の
育成資金の貸
付 

自動車事故で保護者が亡くなられたり、重度後遺障害が残った場合に、その家
庭のお子さん（義務教育終了前）を対象に無利子で育成資金が借りられます。 
《貸 付 額》 
一 時 金 155,000 円 
月 額 10,000 円又は 20,000 円 
入学支度金 44,000 円 
《返還方法》 
中学卒業後、6 ヶ月又は 1 年据え置いて 20 年以内の分賦返済。 
ただし、高校・大学等への進学者は、在学期間中は返済が猶予されます。 

＜問い合わせ先＞  
独立行政法人自動車事故対策機構名古屋主管支所 TEL(052)218-3017 

各種開催状況は地域により異なりますので、事前に問い合わせ先にご確認ください。 
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＜＜トトピピッッククスス４４＞＞  

身体障害者補助犬に関するお知らせ 

 

身体障害者補助犬とは、目や耳や手足の不自由な方の生活のお手伝いをする「盲導

犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。からだの不自由な方々が補助犬と一緒に当たり

まえに暮らせる社会づくりのため、皆様の理解と協力をお願いします。 

◎ 身体障害者補助犬の種類 

・・  盲盲導導犬犬  

視覚障害のある方が歩行する際に付き添って目的地まで安全に誘導する犬 

 ・・  介介助助犬犬  

肢体不自由の方のため、物の拾い上げや運搬、着脱衣の補助、体位の変換、起

立や歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急時の救助要請などを行

う犬 

 ・・  聴聴導導犬犬  

聴覚障害のある方のため、ブザー音、電話の呼出音、呼び声、危険を意味する

音などを聞き分けて、必要な情報を伝えたり、必要に応じて音源への誘導を行

う犬 

◎ 身体障害者補助犬に係る相談窓口を開設しています。 

 身体障害者又は施設等の管理者は、身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する

相談を、県(障害福祉課)に申出することができます。 

なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市に在住の身体障害者及び所

在する施設等の管理者は、それぞれの市に申し出てください。 

◎ 身体障害者補助犬は無償貸与されます。 

 身体障害者補助犬の貸与は無償ですが、飼料費や予防接種代など飼育にかかる

経費は貸与を受けた方の負担となります。 

  ・・  盲盲導導犬犬  

社会福祉法人中部盲導犬協会にお問い合わせください。所得等に応じて飼料費

の助成が受けられる場合があります。 

TEL(052)661-3111 

 ・・  介介助助犬犬  

社会福祉法人日本介助犬協会の介助犬総合訓練センターにお問い合わせくだ

さい。 

TEL(0561)64-1277 

 ・・  聴聴導導犬犬  

社会福祉法人日本聴導犬協会にお問い合わせください。 

TEL(0265)85-4615 FAX(0265)85-5088 

 

介助犬・聴導犬相談窓口 

    名古屋市総合リハビリテーションセンター総合相談部 相談課 

  TEL(052)835-4005（ダイヤルイン） FAX(052)838-9105 
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